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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象体の放射線画像に関するメタデータを前記放射線画像に組み合わせる方法であって
、
　前記対象体の照射時刻を示す第１のタイムスタンプＴ１を作成するステップと、
　前記放射線画像による画像検知器の曝露時刻を示す第２のタイムスタンプＴ２を作成す
るステップと、
　所定の限度内で第１のタイムスタンプＴ１が第２のタイムスタンプＴ２に近似するなら
ば前記メタデータを前記放射線画像と組み合わせるステップと、
 を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　第２のタイムスタンプＴ２が、照射された対象体により放出された放射線の２次放出の
検知時刻である請求項１による方法。
【請求項３】
　前記第２のタイムスタンプＴ２が、前記画像検知器により作られた２次放出の検知時刻
である請求項１による方法。
【請求項４】
　前記第２のタイムスタンプＴ２が、前記放射線検知器による高エネルギー放射線の検知
時刻である請求項１による方法。
【請求項５】
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　前記第２のタイムスタンプＴ２が、ＥＭＩ波の検知時刻と一致する請求項１による方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に放射線撮影に関する。
【０００２】
　より特別には、本発明は、患者の識別データ及び／又は高エネルギー放射線曝露に関す
るデータのようなメタデータと、放射線画像を再現するデータとを組み合わせる方法に関
する。
【背景技術】
【０００３】
　患者の放射線撮影画像がフィルムに記録される古典的な放射線撮影システムに加えて、
今日では、コンピューター放射線撮影システムとデジタル放射線撮影システムとが普通に
使用される。
【０００４】
　コンピューター放射線撮影システムは、例えば、記憶蛍光体技術に基づくシステムであ
る。
【０００５】
　デジタル放射線撮影システムは、放射線画像がＣＭＯＳ、セレン検知器又は同等品のよ
うな平面パネル型検知器に記録されるシステムである。
【０００６】
　高エネルギー放射線による患者、動物又は対象体の照射により画像化が得られるシステ
ムにおいては、画像と画像に関係する情報を与えるメタデータとを関連付けることが重要
である。
【０００７】
　メタデータは、固体群統計学的データ（患者の姓名、性別、誕生データなど）及びｍａ
ｓ、ｋＶ、曝露形式、曝露映像などに関するデータのようなデータと組み合わせられる全
ての種類のデータである。
【０００８】
　例えば、カセット内で輸送される光刺激可能な蛍光スクリーン上に患者の放射線撮影画
像が記録されるコンピューター放射線撮影システムにおいては、メタデータは、ワークス
テーションにおいて入力され、或いは病院の情報システム又は放射線科情報システムから
検索されそしてカセットに結合された識別手段上に移される。メタデータは、曝露済み蛍
光スクリーンを輸送するカセットに設けられた不揮発性デバイス、例えばＥＥＰＲＯＭに
書き込むことができ、或いはデータを無線周波数送信機を経てカセット又はスクリーンに
設けられた無線周波数タグ上に移すことができる。
【０００９】
　次いで、曝露された光刺激可能な蛍光スクリーンを輸送する識別済みカセットは、（デ
ジタイザーとも呼ばれる）読出し装置に送り込まれ、そこで、メタデータが識別手段から
読み取られ、更にここで、蛍光スクリーンに記憶された放射線撮影画像が読み出される。
放射線撮影画像は、曝露済みの光刺激可能な蛍光スクリーンを刺激用の光で走査すること
により、及び刺激の際にスクリーンから放出される画像状に変調された光を放射線撮影画
像のデジタル信号表現に変換することにより読み出される。
【００１０】
　これまで特許文献１及び特許文献２等の文書が知られている。
【特許文献１】米国特許第４，３８３，３２９号　明細書
【特許文献２】米国特許第４，７３９，４８０号　明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
　上述の手順は、識別と曝露とが互いに別に行われ、このため患者に関するメタデータ及
び組み合わせられた曝露が、このメタデータに対応しない放射線画像を担持しているカセ
ットのメモリデバイスに書き込まれる可能性があるため間違い易い傾向がある。
【００１２】
　また、意図された情況に対応するカセットのメモリデバイスに書き込まれたデータ、例
えばＸ線源の意図された設定又はデフォルト設定が、種々の有り得る情況のため、実際に
適用された曝露を正確に表現しないことも有り得る。
【００１３】
　更に、従来技術の方法は、光刺激可能な蛍光スクリーンを輸送するカセットの予期しな
い二重曝露の危険を持っている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　従来技術の仕事の流れに伴う上述の諸問題を克服する方法を提供することが本発明の目
的である。
【００１５】
　上述の態様は請求項１に説明された方法により具体化される。
【００１６】
　本発明の好ましい実施例についての特別な特徴は従属請求項において説明される。
【００１７】
　本発明の更なる長所及び実施例は以下の説明から明らかとなるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明は、コンピューター放射線撮影システムに関連して以下説明される。このシステ
ムにおいては、患者の放射線画像が、カセット内で輸送される光刺激可能な蛍光スクリー
ンに記録される。カセット又はスクリーンには、光刺激可能な蛍光スクリーンの曝露時刻
を示すタイムスタンプＴ２が記憶されるメモリデバイスが設けられる。タイムスタンプＴ
２は、更に説明される諸方法の一つの手段により作られる。
【００１９】
　対象体を放射線に曝露する前に、照射すべき対象体及び／又は曝露手順に関するいわゆ
るメタデータが作られ、そして識別ステーションに記憶される。これらのメタデータは、
患者の識別のような患者に関するデータ並びに曝露設定のような行うべき曝露に関するデ
ータである。
【００２０】
　これらのデータは、例えば、識別ステーションの操作台において入力される。或いは、
データは、放射線科情報システムから検索することができる。
【００２１】
　識別ステーションは、（多くの場合、オペレーターの手動操作により補足される）放射
線発生装置の管理及び／又は始動のためにメタデータを使用できるように放射線源に結合
することができる。
【００２２】
　本発明により、曝露時刻（即ち、対象体の照射の開始時刻）を示すタイムスタンプＴ１
又は曝露時刻を示す時間関連コードが、メタデータとともに識別ステーションのメモリに
記憶される。
【００２３】
　識別ステーションは、種々の方法で実際の曝露時刻を告げることができる。実際の曝露
時刻を示すタイムスタンプ又はコードは、これを放射線源と識別ステーションとの間の無
線又は有線の通信を介して識別ステーションに通信することができる。
【００２４】
　タイムスタンプは、時刻の絶対的瞬間又は時刻の相対的瞬間を表すことができる。
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【００２５】
　曝露の実際の時刻を示すコードは、例えば、それらの創作時刻と組み合わせられた暗号
化データの形式とすることができる。
【００２６】
　別の実施例においては、照射が生じたときの時刻を検知するために、曝露室内に放射線
検知器を設けることができ、そして、この検知器は、このタイムスタンプを識別ステーシ
ョンに通信するために、無線又は有線で識別ステーションと結合される。
【００２７】
　次いで、曝露処置が行われる。対象体の放射線画像が光刺激可能な蛍光スクリーンに記
録される。
【００２８】
　曝露時刻に第２のタイムスタンプＴ２が作られる。光刺激可能な蛍光スクリーンが高エ
ネルギー放射線に曝露された時刻を示すこの第２のタイムスタンプは、以下説明される方
法の一つにより作られる。このタイムスタンプＴ２は、カセット又は蛍光スクリーンと組
み合わせられたメモリデバイスに記憶される。
【００２９】
　次に、曝露された光刺激可能な蛍光スクリーンを担持しているカセットが、読出しのた
めにいわゆるデジタル化装置に送られる。
【００３０】
　カセット又はスクリーンのメモリデバイスに記憶されたデータが読み出される。これら
データはタイムスタンプＴ２を含む。
【００３１】
　記憶されたメタデータがデジタイザーと結合された識別ステーションから検索され、こ
れと、タイムスタンプＴ２からの差が予め決められた量より小さいタイムスタンプＴ１と
が組み合わせられる。
【００３２】
　この予め決められた量はオペレーターが予め設定することができる。単一の画像につい
ては、Ｔ２に対する典型的な値は２００ｍｓｅｃである。
【００３３】
　好ましい実施例においては、Ｔ１はＴ２と等しい。
【００３４】
　脚全体又は脊柱全体に適用の場合は、１個以上の脚又は脊柱の部分画像が対応したＴ２
内で作られる。
【００３５】
　１個の記録用材料上に多数の画像を記録する際は、タイムスタンプＴ２が前記画像の第
１のものと組み合わせられることが好ましい。この場合、スクリーン上に多数の検知器が
あり、そして各検知器を別々にタイムスタンプと組み合わせることができる。これにより
１個の検知器で記録された多数の画像を識別することができる。
【００３６】
　光刺激可能な蛍光スクリーンはデジタル化装置において読み出される。
【００３７】
　検索されたメタデータから、デジタル化装置用の調整値が誘導される。
【００３８】
　曝露された蛍光スクリーンは、光ビームの手段により２次元的に走査される。走査の際
、曝露されたスクリーンは、画像状に変調された光を放出する。この画像状に変調された
光は採集され、そして放射線画像の電気信号表現に変換される。次いで、この電気信号表
現を、更なる処理のために画像処理ユニットに適用することができ、及び／又はハードコ
ピー記録機又はディスプレイ、又はアーカイブステーションに適用することができる。
【００３９】
　検知器が放射線に曝露された時刻を示すタイムスタンプＴ２を作るための以下の数種の
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方法及び器具が説明される。
【００４０】
　第１のシリーズの実施例においては、患者の場合、照射された対象体から出た放射線の
２次放出の検知に応じてタイムスタンプＴ２が作られる。
【００４１】
　この種類の全ての実施例において、曝露された対象体から出た２次放出放射線は変換器
に案内され、ここで２次放射線は対応した電気信号に変換される。適切な変換器の例は、
発光用蛍光物質を提供されたＰＩＮダイオードである。
【００４２】
　この電気信号は、Ｔ２として示されたクロック信号を作るようにクロックをトリガーす
るために使用される。このタイムスタンプは、例えば、光刺激可能な蛍光ステーション自
体に、又は蛍光スクリーンを輸送するカセットに設け得るメモリデバイスに記憶される。
更に変更された実施例を考えることができる。
【００４３】
　変換器に向かう２次放射の採集と案内とは、種々の方法で実施することができる。
【００４４】
　例えば、２次放射を採集し、これを光に変換し、そして変換器に向けるため、蛍光層で
覆われたシンチレーションファイバーを設けることができる。
【００４５】
　別の実施例においては、画像検知器による、例えば光の形式の２次放出は、採集されそ
してＰＩＮダイオードのような変換器に案内される。ＰＩＮダイオードには、放射線を光
に変換する蛍光層が設けられ、この光は次いで電気信号に変換される。この実施例におい
ては、ＰＩＮダイオードは、直接的及び間接的な変換を行う。
【００４６】
　ＰＩＮダイオードは、放射線に向かって後側又は前側に位置決めすることができる。
【００４７】
　画像検知器の周囲に配置し得る光案内ファイバー、或いは光を採集しそしてこれを出力
端に向かって案内する光案内板組立体のような放射線採集及び案内用の手段の種々の実施
例を考えることができる。
【００４８】
　別の種類の実施例においては、タイムスタンプＴ２は、２次放出の検知の代わりに高エ
ネルギー放射線を検知した時刻に一致する。この場合、対象体の放射線画像を作る放射線
の検知時刻が、タイムスタンプＴ２を作るために使用される。
【００４９】
　次の実施例を考えることができる。
【００５０】
　高エネルギー放射線の検知は、変換器の画像が検知器上に形成されないように、好まし
くは光刺激可能な蛍光スクリーンの後側に配置された（少なくも１個の）変換器のアレイ
により行うことができる。用語「検知器の後側」は、検知器の照射源に向いた側とは反対
の側を意味する。
【００５１】
　或いは、光刺激可能な蛍光スクリーンの後側に少なくも１個のドープされたファイバー
を配置することができる。ドープされたファイバーは、高エネルギー放射線を光に変換し
かつこの光を変換器に送る。
【００５２】
　作られた光を獲得し、この光をファイバーの外端部に設けられたＰＩＮダイオードに送
るために、少なくも部分的に蛍光層で被覆されたドープされたファイバーを、蛍光スクリ
ーンの周囲又は頂部に設けることができる。
【００５３】
　更に、太陽電池の箔のような変換器箔を、画像検知器の後側に設けることができる。
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　更に別種の実施例においては、放射線検知器を担持しているカセットに結合されたメモ
リデバイスに、無線送信機を介してタイムスタンプＴ２を送り込むために、放射線科室内
に存在するＥＭＩ波が使われる。
【００５５】
　更に別種の実施例においては、タイムスタンプＴ２の生成をトリガするためにヒューマ
ンインターフェースが使用される。種々の方法で手動トリガー、例えばタッチ式、感圧式
のスイッチ、送信機など）を設置することができる。
【００５６】
　本発明は、放射線画像が光刺激可能な蛍光スクリーン上に記録される実施例を参照し説
明されたが、本発明はこの実施例には限定されないことを理解すべきである。本発明は、
例えば検知器がＣＭＯＳ検知器のようなデジタル検知器がである実施例にも同様に応用す
ることができる。
【００５７】
　異なる放射線科室において曝露された複数の画像検知器が、同一の識別装置に組み合わ
せられた同一のデジタイザーの手段により読み出される情況においては特別な問題が生ず
る。
【００５８】
　この場合は、複数の曝露された検知器及び対応する複数のタイムスタンプＴ２が、同一
のタイムスタンプＴ１と組み合わせられる。この方法においては、検知器に記憶された画
像が別の検知器に記憶された別の画像に関するメタデータと組み合わせられる可能性があ
る。
【００５９】
　この問題に対する解決法は、画像検知器と結合され、或いは画像検知器を担持している
カセットに結合されたメモリ装置に、放射線科室を識別する情報を記憶することにより提
供される。
【００６０】
　光刺激可能な蛍光スクリーンを輸送するカセットに、或いはスクリーン自体に、放射線
科室を識別する情報を例えば赤外線放射を介して無線書込みするために、書込み用デバイ
スを放射線源に結合させることができる。
【００６１】
　この特徴は、放射線科室を識別するデータが未曝露のカセットのみにより受け入れられ
るように実行することもできる。
【００６２】
　室情報をカセット上で恒久的に利用できるようにして、特定の室に属したカセットを使
用することも可能である。
【００６３】
　或いは、ある特定の手順に属する特有の番号をカセット上に書くこともできる。各画像
はある一つの手順に属するので、この方法はこれを特有のものとする。
【００６４】
　放射線検知器を担持しているカセットには、タイムスタンプＴ２を作る配列に結合され
た外部表示ユニットを備えることもできる。このとき、この配列は、カセットの状態、即
ち曝露された光刺激可能な蛍光スクリーンを担持しているか又は曝露されないものを担持
しているかの表示を管理するように構成することができる。
【００６５】
　特別な実施例においては、この表示装置は、例えば、カセットがかなりの期間使用され
ず、従ってリバウンス（ｒｅｂｏｕｎｃｅ）効果が発生したかも知れないとき、カセット
及び同封の画像検知器を曝露前に消去しなけければならないことの警告を表示するように
配列される。
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